
 

 

新潟市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新潟市医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和５年３月２８日制

定)に基づき事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、

保育所等において、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童（以下「医療的ケ

ア児」という。）の受入れが可能となるための体制整備を支援し、医療的ケア児の地域生

活支援の向上を図る。 

２ 前項の補助金の交付について必要な事項は、新潟市補助金交付規則（平成１６年規則第

１９号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助金交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に所在する以下

に掲げる施設において、新潟市医療的ケア児保育支援事業を実施するものとする。 

（１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９条第１項に    

規定する保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する    

法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項の認 

定をうけたものを除く。） 

（２）認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

（３）法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う事業所、法第６条の３第１０   

項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び法第６条の３第１２項に規定する事業

所内保育事業を行う事業所 

２ 前項の規定にかかわらず、以下に該当する者は補助対象事業者としない。 

（１）暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２項に   

規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３項に規定する暴力団員をいう。  

以下同じ。）及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。 



 

 

（２）交付の申請時点で市税を滞納しているもの。 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、医療的ケア児保育支

援事業を実施するために必要な経費として、別表のとおりとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表の補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較し少ない方の

額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とす

る。ただし、１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、様式第１号による「補助金

交付申請書」及び新潟市税の納税証明書（公益法人、社会福祉法人及び非営利型法人を除

く）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、交付の審査にあたって必要な書

類を提出させることができる。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、第５条に定める交付の申請を受けた時は、申請書を審査し、補助金の交付  

の適否を決定し、様式第２号による「補助金交付（不交付）決定通知書」により申請者に  

通知するものとする。 

（変更の承認） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合

には、様式第３号による「補助金変更交付申請書」を速やかに市長に提出しその承認を得

なければならない。 

２ 市長は前項に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認めら

れるときは交付額の変更を決定し、様式第４号による「補助金変更交付決定通知書」によ

り申請を行った補助対象事業者に通知するものとする。 



 

 

（補助金の概算払い） 

第８条 市長は、事業遂行上必要があると認めた場合は、補助金を概算払いにより交付する

ことができる。 

（実績報告書） 

第９条 第６条又は第７条第２項に定める交付の決定を受けた補助対象事業者は、事業の

完了後、速やかに様式第５号による「補助金実績報告書」を作成し、市長に提出しなけれ

ばならない。  

（交付額の確定） 

第１０条 市長は、第９条に定める実績報告を受けたときは、報告書等を審査し、その結果

を様式第６号による「補助金確定通知書」により補助対象事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付を取り消し、様式第７号による「補助金交付決定取消通知書」により申請を行っ

た事業者へ通知することができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき 

（２）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

（４）暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す     

るものであるとき 

（５）その他、本要綱に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１２条 前条による交付決定の取消しの通知を受けた者で、当該取消しにかかる部分に

ついて補助金の交付を受けているときは、様式第８号による「補助金返還命令書」に基づ

き、市長が定める期日までに当該補助金を返還しなければならない。 

 



 

 

（関係書類の整備及び保存） 

第１３条 補助対象事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備

え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければな

らない。 

（現地調査等） 

第１４条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、   

補助対象事業者から報告もしくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事業所等に立

ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和７年２月２６日から改正し、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和８年１月３０日から改正し、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表 （第３条、４条関係） 

補助対象経費 補助基準額 

報酬、給料、職員手当

等、共済費、報償費 

委託料、旅費、需用費、

備品購入費、その他市

長が必要と認めた経

費 

１.基本単価分 

（１）看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 

１か所当たり 年額 5,290,000 円 

（２）看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育 

士等を配置して行う場合 

１か所当たり 年額 4,950,000 円 

 ※ただし、２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる 

保育所等において、看護師などを複数配置している場合は

5,290,000 円を、認定特定行為業務従事者である保育士等を

複数配置している場合は、4,950,000 円を加算する。 

２.加算分単価 

（１）研修受講支援加算※１ 

１か所当たり 年額 300,000 円 

※看護師等及び保育士等が認定特定行為業務従事者となるため

の研修以外の研修を受講する場合も対象とする（令和 6年度（令

和 5 年度からの繰越分）） 

（２）保育補助者配置加算※２ 

１か所当たり 年額 2,412,000 円 

（３）医療的ケア児の備品補助 

１か所当たり 年額 100,000 円 

（４）災害対策備品整備 

１か所当たり 年額 100,000 円 

※（１）研修受講支援加算は単独で補助することを可能とする。 

※１ 研修受講支援とは、保育士等が認定特定行為業務従事者となるための、研修受講に

係る費用及び保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する費用の補助（ただし、子

どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士 1 人当たり年間３

日分を除く。） 

※２ 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療

的ケア児の保育を行う保育士等の加配をした場合対象とする。 

 

 

 

 


